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要旨

I 4法人の事業体系と公益 ・非公益の基準

(1)事 業体系と公益。非公益の基準

Ⅱ 芸 術文化振興事業

1 呉 市文化ホールで行う公益目的事:業 (公益目的事業 1)

(1)鑑 賞事業

(2)普 及事業

①主催事業

②共催 。提携公演

(3)育 成事業

2 呉 市立美術館で行 う公益 目的事業  (公 益 目的事業 1)

(1)展 覧会鑑賞事業

(2)教 育普及事業

①実技講座

②鑑賞事業

③ミュージアムコンサート  ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・。1

呉市文化ホールで行う広報 ・普及活動の公益目的事業 (公益目的事業1)  。 1

芸術文化活動支援事業   … ・… 。… … … … … … ・… 。1

呉市文化ホールで行う指定管理堵
1業

務のうち

公益目的での施設貸与並びに施設管理 (公益目的事業1)  。 ・・・・・・・1

(1)公 益目的での施設貸与       ・ ・・・・・・・・・・・・・・・1

呉市文化ホールで行う指定管理者業務のうえ)

非公益目的での施設貸与並びに施設管理 (その他の事業1)  ・ ・・・・・・1

(1)非 公益目的での施設貸与 (その他1)  ・ ・・・・・・・・・・・・・1

(2)施 設利用者サービスの為の販売事業 (その他1)  ・ ・・・・・・・。1

①自動販売機の設置  ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

②チケットの委託販売  ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

(3)友 の会運営事業 (その他1)  ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・1

Ⅳ 財 団の管理運営

1 財 団のガバナンス  ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(1)業 務執行体制の整備 と強化  ・ ・・… ・… … ・・… … ・・・

(2)情 報公開の整備  ・ ・… ・・・… … … … ・・… … 。…
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平成25年 度事業計画

■ 要 旨

公益財団法人呉市文化振興財団 (以下 「財団Jと いう。)は 、特例民法法人呉市文化振興財団から平成 24年 4月

1日付けで公益目的の芸術文化振興舌動を行う財団となりまし′た。

平成25年 度の事業計画は、財団が行う事業活動を公益目的事業活動及び芸術文化活動支援事業に区分したうえで、

それぞれの事業活動を公益財団法人の認定申請で分類した内容にしたがい整理とンています。

この事業計画では、呉市文化ホールを地点とする舞台事業と育成事業や呉市立美術館で行う企画展による鑑賞事業

と育成事業の紹介及び呉市の文化振興を目的に財団が行う公益目的事業活動とにンてアウトリーチ (出前公演など)並

びに財団が呉市文化ホール (以下 「文化ホールJと いう。)の 指定管理者として、芸術文化活動支援事業にあたる文

化ホール施設紹介や利用促進の広報活動などをまとめています、

また、この事業計画は、公益目的事業活動を行う財団として認定された、財団の事業活動を広く一般に情報公開する

目的で整理したもので九

[基本方針]

財団は、市民の文化活動の振興に関する事業を行い、キf民文化の向上発展に寄与することを目的に芸 肝々文化振

興事業及び芸術文化活動支援事業の1事業計画を以下の 3点 を軸に策定しまづ、

(1)公 益目的事業と収益事業の明確な区分を行つて文化振興活動に取 り組みます。

(2)新 制度下での公益法人法怖J。税制 。会計にふさわしい取 り組みを ヽ
層進めます。

(3)公 益財団法人のガバナンスの整備に取り組みます。

[事業ごとに主な点をあげると、次のとお りです]

□芸術文化振興事業
芸術文化振興事業の主な取り組みは、地域内の市民に加え、広く県内のみなさまを対象にすぐれた舞台芸

術に触れる機会の提供を目的に芸術性にすぐれた公演を開催することで芸術に親しんでいただき、芸術文化

の振興を目指します。

具体的には、呉市文化ホールの舞台事業のほかアウトリーチによる文化活動や呉市立美術館での展覧会鑑

賞事業や教育普及事業に加えて文化ホールでの広報普及活動を公益目的事業として取り組みます。

□芸術文化活動支援事業

芸術文化活動支援事業の主な取り組みは、財回が呉市より文化ホールの指定管理を受託し呉市文化ホール条

例及び規則にもとづき、公平・公正に施設を貸与し地域内住民の芸術文化活動の支援を行うものです。

公益目的と非公益目的での貸与は、分類:丞準 (※I法人の事業体系と公益・非公益の基準5頁参照)に よっ

て区分され、公益目的以外 (常利目的や芸術文化以外の目的)の 貸与については、利用者支援事業としてその

他の事業に位置づけますL

具体的には、公益目的事業1に該当する公益目的での施設貸与並びに施設管理、その他の事業に該当する非

公益目的での施設貸与並びに施設管理です(Dまた、その他の事業には、施設利用者サービスの為の販売事1業と

して自動販売機の設置。チケット委託販売 ・友の会運営事業があります。



□財団の管理運営

財回の管理運営では、基本方針で記載した (2)新 制度下での公益法人法制 ・税帝J・会計にふさわしい取り

組みを一層進めること。(3)公 益財団法人のガバナンスの整備に取り組むことに加えて情報開示の整備があ

げられまづ名

具体的には、移行認定後の行政庁の法律による監督と定期提出書類による審査が適正に受けられる財回の報

告体制、税制への対応や会計システムの導夕、、日常業務での財務や出納の管理等をあげることができます。



法人の事業体系と公益 ・非公益の基準

(1)事 業体系と公益 ・非公益の基準

公益財団法人 呉市文化振興財団の事業体系

ア)呉 市文化ホールで行 う公益 目的事業

■芸術文化振興事業 (公1 )
呉市文化ホール及び呉市美術館並びに呉市

の地域内において行 う、呉市民の文化活動

の振興に関する事業

●事業内容 ・・・ (公1)

イ)呉 市美術館で行 う公益 目的事業

ウ)広 報 ・普及活動事業

■芸術 文化活 動 支援 事 業 て公1 )

呉市文化ホールで行われる公益目的事業に

関する管理運営事業
●事業内容・・・ (公1)

0事 業分類基準の設定あり

呉市文化ホールにおける公益 目的事業の管理運営事業

■利用者支援事業 (他1)
呉市文化ホールの利用者の利便性向上を支

援するために行 うその他事業

●事業内容 ・・・ (他1)

●事業分類基準の設定あり

(他 1 )施 設利 用者 の利便性 向上 に資す る事業

※利用者への利便性が高 く収益額の算定が容易な もの

公益 ・非公益 の分類方針

● 施設貸与の分類は、文化及び芸術の振興を目的 とす る利用であるものを当法人の

公益 目的事業 とする

事業分類の 1● 学校関係の行事の うち芸術文化に関するものを当法人の公益 目的事業とす る

方針  |● 行政が主体的に行 う事業又は基準に照 らし共催 ・後援を認めた ものの うち

芸術文化に関するものを当法人の公益 目的事業 とす る

0民 間事業者が行 う収益 目的で行 う事業 ・文化芸術を離れた使用は非公益 とする。

分 類 分類の基準    ※ (有料を含む) 事業の具体例  (認 定申請事例より)

公  益

団体が主催す る事業で入場制限がないもの 呉少年合唱団 ・呉混声合唱団などの公演

バ レエ ・ピア ノ教室などの発表会で入場制限がないもの

対象を限定した公演のう1)対象者が広く一般に開放されているもの 呉市民劇場 。民主音楽連盟などの公浅

学校行事で行われる演奏会 ,芸術鑑賞会

行政が行 う事業又は共催 ・後援等の行事のうち芸術文化に関するもの

非公 益

営利を日的 とした民間事業者の主催す る公演 梅沢劇団公演 ・氷川きよし公演など

芸術文化以外の内容で利用する事業 ブフォームフェア ・医療機器展示会など

対象が限定 された公演 朝 日フ ア ミリー劇1場

行政が行 う事業の うち芸術文化以外のもの 公衆衛 生大会 ・市制記念 式典 な ど

友の会事業



芸 術 文 化 振 興 事 業  徒 款 第4条第1項第 1号並びに第2号事業)

呉市文化ホール及び呉市立美術館並びに呉市の地域内において行う、呉市民の文化活動の振興に関する

公益目的事業。

呉市文化ホールで行 う公益 目的事業 (公益 目的事業 1)

呉市文化ホールで行う公益目的事業は、以下の通り (1)鑑賞事業、(2)普及事業、(3)育成事業に

区分され各事業の特質をいカリ
~公

益文化活動として実施いたしまう孔

(予算額  45,207千 円)

芸術文化を地域内の住民に普及し根付かせることを目指して、地域内や広く県内の

一般住民を対象にすぐれた舞台芸術にふれる機会を提供することを目的に芸術性

に優れた公演を開催することで芸行調こ親 しんでいただき、もつて芸術文化の振興を

目子旨L/ます。

(1)鑑 賞事業

事 業 名 事 業  内  容 ・事 業  数 など

1

Canon Preserits

ウィーン少年合唱団

ジャノミンツアー2013

会期  5月 22日 (水)

会場 呉 市文化ホール

文化ホール開館 25周年記念事毛

指岳者トスカニーニから 「天使の歌声」と

命名された世界で最も人気のある少年合

H昌田にくよる公演。歓迎演奏で呉少年合唱団

が出演予定。

2

NHK交 響楽団 7月 28日 (金)

呉市文化ホール

期

場

△
ム
　
△
〓

文化ホール開館 25周年記念事兆

文化ホール開館 20周年記念事業以来 5年

振りのNHK交 響楽団による来呉公演。指

揮はNHK交 響楽団工指揮者の尾高忠明、

ピアノ独奏は呉出身の萩原麻未。

3

松竹大歌舞伎 呉 公演 会期 9月 16日 (月・pLl

会場 呉 市文化ホール

文化ホール開館 25周年記念:事兆

文化ホールが恒例の事業として続ける歌

舞伎公演。全国公立文化施設協会歌舞伎公

演・西コース。主な出演者は、中村歌昇 (1番

磨屋)、中村又五郎 (播磨屋)、中村吉右衛

門 (播磨屋)。

4

2014くれニューイヤー

コンサー ト

1月 19日 (日)

呉市文化ホール

期

場

〈
〓
　
△
〓

文化ホール開館 25周年記念事毛

文化ホールが新年にお届けするオーケス

トラ企画を広島交響楽回が出演。

う

宝 く まちの音楽会 会期 未 定

会場 呉 市文化ホール

文化ホール開館 25周年記念事兆

宝くじの助成を受けることで、安価で_L質

なヨンサー トを地域に提供。岩崎宏美と宗

次郎によるコンサー ト。コンサー ト後半で

は、地元出演者 (合唱)と の共演ありてぅ



(2)普 及事業 (①主催事業、②共催 。提携公演事業) (予算額  9,065千 円)

普及事業は①主催事業と②共催・提携事業に区分され①の主催事業では、財団の専

P日性をいかしながら市民の参加や体験を通じた芸術文化の振興を目的として事業

を企画七②の共催 ・提携事業では、報道機関や公演企画団体と共催し、事業を実施

することで事業実施の円滑化と広報活動の簡略化をもつて地域内の芸術文化の普

及に努めますc

①主催事業 (予算額 3,199千円)

事 業 名 事 業  内  容 ・事 業  数 など

1

グランドピアノ

ー般開放

会期 年 度で5回の予定で

開催

会場 呉 市文化ホール

文化ホールの所有するグラン ドピアノ3

台を市民に開放 し利用頂 く一
般参加型企

吼

2

会期 年 度で2回 の予定で

開催

会場 呉 市文化ホール

文化ホールを使った芸術文化振興の啓発

活動。舞台の出来るまでを体験型の企画(L

して実施。終了後に愛音の会、呉シティ・

ウィンド・アンサンブルなどによるミエコ

ンサー トを企画。

3

避難訂|1練コンサー ト 会期 年 度で 1回の予定で

開催

会場 呉 市文化ホール

演奏の途中に地震 もしくは火災が発生 し

たことを想定し、職員だけでなく入場者に

も実際に避難訓1練に参加 していただくコ

ンサー ト。漬奏出演者は検討中。

4

地域住民のためのコン

サー ト

会期 年 度で 1回の予定で

開催

会場 市 内公民館など

三井住友海 L文化財団に助成を申請中。

5

まちかどコンサート 会期 年 度で 10回の予定

で開催

会場 市 内の公共施設 (公

鮒 )な ど

暮らしの中に文化芸術を定着 させる事を

目的に文化ホールを飛び出して呉市内の

公民館 ・劇場などに出向く事業。出演は愛

音の会など。

6

アウトリーチ事業 会期 年 度で 1回の予定で

開催

会場 乙 女座、市内の公共

施設 (公民館)な ど

地域住民とのネットワーク作りを目的に、

各地域の公民館等に出向いて事業を展開。

文化庁優秀映画鑑賞推進事業を申請中。

7

カンマームジークアカ

デ ミーi n 呉

会期 年 度で 1回の予定で

開催

会場 呉 市文化ホール

室内楽の演奏活動で知られる気鋭の演奏

家を講師陣に迎え、音楽の道を志す学生を

対象にセミナーを開イ亀 最終日には修了演

奏会の開催を予定。



②共催 ・提携公演 供催・掲舞朝めみ記載) (予算額  5,866千 円)

事 業 名 事 業  内  容 ・事 業  数 など

1

新版 「人生は、ガタゴト

列車に乗って・… ・・」

期

場

△
ム
　
△
ム

5 月1 2 日 ( 日)

呉市文化ホール

テレビ新広

島

文化ホール開館 25周 年記

念事兆

主演 ・浜木綿子による、女

手ひとつであらゆる仕事

に挑戦した井上ひさしの

母 ・マスが主人公の漠劇公

嵐

2

NHK全 国放送公開番

組 「民語魂 ふ るさとの

唄」

会期 6月 25日 (火)

会場 呉 市文化ホール
NHK広 島

放送局

文化ホール開館 25周 年記

念事兆

NHK公 開番組。現在放送

中の 「それいけ !民謡 うた

祭 り」に替わる新番札

3 2013年新人コンサー ト

期

場

△
バ
　
△
〓

7 月1 3 日 ( 土)

呉市文化ホール

音楽家協会

平成 23年 度から24年 度に

かけて音楽関係の学校 を

卒業 した人達に演奏発表

の十幾会を提供する。昭和 61

年度から開催 しており、今

回は 28回 目。出演募集対

象地域は呉市とする。

4

NHK全 国学校音楽ヨ

ンクール広島県コンク

ール

期

場

△
〓
　
△
〓

8月 7日 -11日

呉市文化ホール
NHK広 島

放送局

小中高の各部門より、中国

ブロックコンクールに進

む2校選出する。広島県内

の学校単位の参加で、言聴堕

曲と自由曲の2曲 を演奏。

5

広島交響楽団

第23回 呉定!期演奏会

会期  9月 22日 (日)

会場 呉 市文化ホール 広島交響楽

協会

中国新聞社

文化ホール開館 25周 年記

念:事義

広島交響楽団と文化ホー

ルがクラシック愛好家に

お届けする権二例の企画。

6 藤井清水音楽祭Vol.12

期

場

△
不
　
△
〓

10月 6日 (日)

呉市文化ホール
藤井清水音

楽祭実行委

員会

文化ホール開館 25周 年記

念事丸

呉市出身の音楽家を顕彰

し、地元での事業展開を起

点に藤井清水の情報発信

を行うもの。



(3)育 成事業 (予算額  507千 円)

次代の演奏家の育成や地域内の鑑賞人口の拡大に取り組む事業を企画・実施するこ

とにより、人材や団体の育成を行い将来の文化活動の振興に向けた基盤作りを行い

ます。また、芸術文化に積極的にかかわる住民の活動を支援するため、各種団体を

育成します。

事 業  内  容 ・事 業  数 など

会期

会場

会期

会場

年間 2回 の定期

演奏会を予定

呉市文化ホール

年間 1回数日実施

呉市文化ホール

会期 年 間 1回の定期演奏

会を予定

会場 呉 市文化ホール

呉市立美術館で行 う公益 目的事業  (公 益 目的事業 1)

呉市立美術館で行う公益目的事業は、以下の通り (1)展 覧会鑑賞事業、(2)教 育普及事業に区分さ

れ各事業の特質をいかす公益文化活動として実施いたします。

(1)展 覧会鑑賞事業  ((2)の ①、②、(③を含む 全 体予算額   30,615千 円)

芸術文化 (美術)の 振興を図るために、優れた美術品の鑑賞機会を提供しま坑 展

示に当たつては作品の芸術性や作者の制作意図など、鑑賞者が理解を深めることが

できるよう努めてまいります。

業 内  容 ・事 業  数 など

日 (上)～

日 ( 日)

美術禎官

J(土 )～

ヨ (日)

僻 塙

自治体広報やHPな どで募集 した地域内

の音楽を愛好する住民によつて結成 され

た吹奏楽回の定期演奏会。

呉シティ・ウィン ド・ア

ンサンブル定期演奏会

同吹奏楽団のメンバーの演奏技術向上を

育成プログラムとして行うパー ト研修会。

講師には、広響メンバーを派遣。

呉シティ・ウィン ド・ア

ンサンブル ク リニッ

ク

愛音の会は、新人ヨンサー ト出演考で構成

される会として人材や団体の育成を行 う

事業として位置づけまづ、
愛音の会定期演奏会

事 業 名 事

1

フランス写実主義の巨

匠

クールベ展

―モ日象派への架け橋一

会期 4月 13日

5月 26日

会場 呉 市立美

2

大正ロマン 昭和モダ

ン

ーーTT久夢二・高畠華宵と

その日斬 こヽ―

会期 10月 12日

11月 24日

会場 呉 市立美行

この展覧会では、 19世 紀の画家、ギュス

ターヴ・クールベの風景画を中心とした初

期から晩年にわたる作品に加え、 ドーミエ

ほか周辺の作家たちによる版画 ・写真など

約 110点 を紹介します。

この展覧会では、時代の寵児として一
世を

風扉した竹久夢二をはじめ、大正 ・昭和を

代表する作家たちの日本画や版画に加え、

絵はがき、楽譜、装]本本など約 230点 を

紹介します。



事 業 名 事 業  内  容 ・事 業  数 など

3

高円宮コレクション

宮中装束と現代根付展

(仮)

会期 平 成 26年

3 月1 日 ( 1 1 ) ～

3月 30日 (日)

会場 呉 市立美術館

この展覧会では、故・高円宮殿下が妃殿下

とともに収集された根付コレクションを

中心に、印籠や緒締めなどのほあ 両殿下

が宮中儀式でお召しになつた装束、両殿下

が撮影された写真などを展示、紹介しま

坑

(2)教 育普及事業 (①実技講座 ② 鑑賞事業 ③ ミュージアムコンサート)

美術館を生涯学習の場として位置づけ、幅広い取り組みを行い地域の芸術文化 (美

術)の 振興 ・普及に取り組みます。

①地域の住民を対象に実抗詰座を開催し、講師や受講者が交流しながら美術に親tン

む機会を提供するとともに、市民の美術に対する知識や技能の向上を図ります。

②美術に対する理解を深めてゆくために、小中学校と連携して学芸員による展示作

品の解説やクイズ等を組み合わせたワークショップを鑑賞事業として開催しますぅ

③特別展の開催に合わせて地元音楽家の協力により、芸術作品に囲まれた環境で演

奏会を開催します。鑑賞者や地元の演奏家のネットワークを通じ美術への関心がよ

り高まることが期待される企画として分野の異なる芸術の融合を図つて行きますD

業 内  容 ・事 業  数 など

期間中

美御 官

間中

伽 富

間中

徹 富

①実技講座

事 業 名 事

ユ 実技講座 (長期)

会期 4月 ～3月

会場 呉 市立美術

水彩画講師 :落合

絵てがみ講師 :原

2 実技講座 (短期)

会期 3回 の特卵

中に開催

会場 呉 市立美締

合規子先生

原年永先生

初心者向け美術入円教室とにンて開1亀 各教

室への参加者は、市の広報誌やHPを 通じ

て広ぐ募集し開言品 H24年 度受講者の作「殆

は、展覧会として3月 2224日 まで展示。

特別展の開催期間中に創作ワークショッ

プ ・鑑賞ワークショップとに/て開イ亀 プロ

グラムは、特別展に連動させた内容で体験

講座として開言乱

②鑑賞事業

事 業 名 事

1

特別展 (クールベ展)

学校連携事業

(団体鑑賞)

会期 特 別展期

会場 呉 市立美

2

特別展 (大上Hロマン)

学校連携事業

(団体鑑賞)

会期 特 別展期間

会場 呉 市立美術

3

特別展 (現代根付展)

学校連携事業

(団体鑑賞)

会期 特 別展期間

会場 呉 市立美術

特別展の開催に合わせて、市 ・県内の小中

学校、高校 ・大学から団体鑑賞の受人を広

く行っています。この事業では、参加者の

年齢層に合わせて学芸員が展示作品の解

説にクイズを交えたリワークシー トを使

用するなど工夫を行い、美術に対する理解

が深まるよう努めていま丸



③ミュージアムコンサート

呉市文化ホールで行 う広報普及活動の公益目的事業 (公益目的事業 1)

(予算額  954千 円)

広報 ・普及活動は、当財団による芸術文化振興事業並びに芸術文化活動支援事業の

公益目的事業を補完する活動として位置づけ地域のネットワークやインターネッ

トを駆使して広く周知活動を行います。広報誌 ・ホームページ管理運営などさまざ

まな機会を捉えて広く周知活動を展開し呉市の芸術文化情報の発信力の向上と呉

市のイメージ定着に貢献します。

業 内  容 ・事 業  数 など

圧]

000部

イズ、4ず 、今面カラー

舞台事業の紹介、美術館特別展の紹介、育成団体の

ホール貸館の紹介、「アウトリーチJ他 財団公益目的事

介、HPの 紹介、友の会募集告知など

公共施設及び周辺の文化施設、友の会会員、財団関

一般企業など 約 1, 500箇 所 (友の会会員含む)

[ 回

0 0 部

イズ、6,

事業、ホール貸館の案内、

内、チケット取扱し寸育報、

情報など

F内公共施設及び周辺の文化施設、友の会会員、財団関

|、一般企業など 約 1, 500箇 所 (友の会会員含む)

チ月 1回 (専門業者委託分)

宮時 速 報内容の掲載 し蓄団職員による書き込み)

演ヽ情報、友の会情報、貸館案内、施設案内、協賛広告家集

二設利用状況の情報、公演カレンダー、チケット取扱い案内

事業の実施報告、財団概要、美術館HPへ のリンクなど

友の会入会案内、ホール

財回公益目的事業の紹介

事 業 名 事 業  内  容 。事 業  数 など

1

特別展 (クールベ展)

ミュージアム

コンサー ト

会期 4月 21日 (日)

会場 呉 市立美術館

特別展の会期中、美術湿1のある環境で音楽|

を鑑賞L/、異分野の芸術の融合を体感する

とともに、美術愛好家と音楽愛好家の交流

により、芸術の世界観を広げていただく取

り組みとして実施 します。９

々

特別展 (大正ロマン)

ミュージアム

コンサー ト

会期 未 定

会場 呉 市立美術館

3

特別展 (現代根付展)

ミュージアム

ヨンサー ト

会期 未 定

会場 呉 市立美術館

事 業 名 事

1 年間事業のご案内

○発 行 :年 1[

①部 数 i10,(

①形 態 :A4サ ノ

①内 容 t年間のタ

紹介、ガ

業の紹グ

○酉酵百先 :呉市内`

係者、
一

2 呉市文化ホール情報誌

○発 行 :毎月

①部 数 :4,0(

①形 態 :A4サ /

○内 容 :各公演て

行事案F

地域の1

①配布先 :呉市内4

係者、
一

3 呉市文化ホールHP

①更 新 t毎月

:随時 夫

①内 容 :公演情キ

施設利ナ

事業の:

10



田 芸 術文化活動支援事業 (定款 第 4条 第 1項第 1号並びに第3号事業)

呉市文化ホールについて、当財回は呉市より指定管理を受託し呉市文化ホール条例及び規則にもとづき、

公平・公正に施設を貸与し地域内住民の芸術文化活動を支援します。

呉市文化ホールで行 う指定管理者業務の うち

公益 目的での施設貸与並びに施設管理 (公益 目的事業 1)

呉市文化ホールで行う指定管理業務での施設貸与により、地域内の住民の芸術文イ邸舌動を支援します。

(予算額   55,011千 円)

舞台 ・音楽芸術に関する公演、演奏会、発表会、練習等のため施設を使用する方Λ、

の施設の使用許可などによる活動支援を通じて芸術文化の振興を図ります。地域の

文化団体や芸術家などとの打合せでは照明・音響 ・舞台進行など財回の専P,性をい

かした指導 ・助言を行い、後方の支援として安全 ■安心 ・快適な施設が提供出来る

よう管理を行います。

事 業  内  容 。事 業  数 など

①住  所 :呉市中央三丁目10番 1号

①施設概要 :ホール (1, 620席 、車イス席6席含む)、楽屋 1、

楽屋 2、楽屋3、楽屋5、楽屋6、控室 1、展示室 1、

展示室2、多日的室、リハーサル室、練習室 1、練習室2、

練習室3

呉市文化ホールで行 う指定管理者業務の うた)

非公益 目的での施設貸与並びに施設管理 (その他の事業 1)

呉市文化ホールで行う指定管理業務での施設貸与のうち、当財団で設定した公益 。非公益の基準に照ら

して非公益となる事業全般に対して、呉市の文化活動の振興のため施設利用者の利便性向上を推進するた

めに行う利用者支援事業をその他事業1として区分し′ます。

(予算額  23,589千 円)

舞台 ・音楽芸術に関する公演、演奏会、発表会、練習等のため施設を使用する方へ

の施設の使用許可などによる活動支援を通じて芸術文化の振興を図ります。地域の

文化団体や芸術家などとの打合せでは照明・音響 ・舞台進行など財団の専P弓性をい

かした指導 ・助言を行い、後方の支援として安全 ・安心 ・快適な施設が提供出来る

よう管理を行います。

事 業  内  容 ・事 業  数 など

○住  所 :呉市中央三丁目10番 1号

①施設概要 ;ホール (1, 620席 、車イス席6席含む)、楽屋 1、

楽屋2、楽屋3、楽屋5、楽屋 6、控室 1、展示室孔、

展示室2、多目的室、リハーサル室、練習室 1、練習室2、

練習宝3

(1)公 益目的での施設貸与

呉市文化ホール

(1)非 公益目的での施設貸与 (その他1)

呉市文化ホール



(2)施 設利用者サービスの為の販売事業 (その他1)

①自動販売機の設置、②チケットの委託販売

①募集対象

①募集方法

①会長1種別

①会  費

①会員特典

○情報緋

(予算額   3)295千 円)

財団の公益事業を補完する事業の一環として、友の会運営事業をその他事業と位置
づけて行いま汚鬼

事 業  内  容 ・事 業  数 など

友の会運営事業

広く一
般市民が対象

文化ホールの広報活動と合わせて実施

個人、グループ、法人

(個メ、 2,000円 、ク
ヾ
,いフ

・
4,000円、法人 10,000円)

チケットの先行販売、チケットの割引、情報紙の郵送など

情報紙の郵送、HPで の告知。

呉市文化ホールの麟 11用者への利lal性向上を推進するために①自動販売機、②チ

ケットの委託販売の各販売事業を行います。

事 業 名 事

1 自動販売機の設置

○住  所 :呉市!

(行i

①設置場所 :1階

①設置台数 :4台

2 チケットの委託販売 ①取扱い窓口t呉市

業 内  容 ・事 業  数 など

市文化ホール 呉 市中央三丁目10番 1号

行政財産使用許可による)

予文化ホール受付窓日

(3)友 の会運営事業 (その他 1)

ワ
「



Ⅳ 財 団の管理運営

1 財 団のガバナンス

(1)業 務執行体制の整備 と強化

①役員体制の改革

・業務執行理事と事務局長の兼務による事務局業務体制の強化

②公益法人への認定移行の法制度の遵守
・公益法人に義務づけられる提出物の道守

③日常業務の管理体制の確保
・財務や会計出納の管理体制
・通帳や財団印の管理体制
・文化ホール管理事務所のレイアウト変更等、管理体制の整備

④その他

・利用者利便性の向上への取組の充実

・役員賠償責任への対応の充実

・従業員満足度の向上

職員の研修機会の拡大、事故 ・災害への保障の充実

(2)情 報公開の整備

公益財団法人として公開すべき情報に変更や追加が生じた場合は、すみや力Wこホームページの1更新

を行い情報公開に努める。
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